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司
法
書
士
に
家
事
事
件
及
び
民
事
執
行
事
件
の
代
理
権
の
付
与
を
求
め
る
意
見
書

近
年
、
カ
ー
ド
犯
罪
や
振
り
込
め
詐
欺
、
多
重
債
務
な
ど
深
刻
か
つ
複
雑
な
問
題
が
増
加
し
て
お
り
、
法

に
よ
る
紛
争
の
解
決
が
一
層
求
め
ら
れ
て
い
る
。

国
民
の
司
法
ア
ク
セ
ス
の
充
実
拡
大
の
た
め
に
は
、
弁
護
士
並
び
に
司
法
書
士
、
税
理
士
等
の
法
律
関
連

専
門
職
が
そ
れ
ぞ
れ
役
割
を
分
担
す
る
と
と
も
に
そ
の
独
自
性
と
専
門
性
を
発
揮
す
る
こ
と
の
で
き
る
環
境

を
整
備
し
、
こ
れ
ら
の
法
律
関
連
専
門
職
を
有
効
に
活
用
す
る
仕
組
み
作
り
が
重
要
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
平
成
十
四
年
の
司
法
書
士
法
及
び
土
地
家
屋
調
査
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
審
議

に
お
い
て
、
衆
議
院
法
務
委
員
会
で
「
司
法
書
士
に
対
す
る
家
事
事
件
及
び
民
事
執
行
事
件
の
代
理
権
付
与

に
つ
い
て
は
、
簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
訴
訟
代
理
権
案
の
行
使
に
よ
る
司
法
書
士
の
実
務
上
の
実
績
等
を
踏

ま
え
て
早
急
に
検
討
す
る
こ
と
」
と
附
帯
決
議
が
な
さ
れ
、
さ
ら
に
参
議
院
法
務
委
員
会
に
お
い
て
も
同
趣

旨
の
附
帯
決
議
が
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、
司
法
書
士
は
、
相
続
や
民
事
執
行
関
係
の
裁
判
事
務
に
関
わ
る
業
務
を
日
常
的
に
行

っ
て
い
る
が
、
代
理
権
が
な
い
た
め
に
依
頼
人
本
人
が
裁
判
所
に
出
頭
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ど
、
事
案

の
処
理
が
効
率
的
に
行
え
な
い
状
況
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
国
会
及
び
政
府
に
お
か
れ
て
は
、
衆
議
院
法
務
委
員
会
及
び
参
議
院
法
務
委
員
会
の
附
帯
決
議

を
踏
ま
え
、
研
修
の
終
了
者
や
試
験
の
合
格
者
な
ど
能
力
を
担
保
さ
れ
た
司
法
書
士
に
家
事
事
件
及
び
民
事

執
行
事
件
の
代
理
権
を
付
与
す
る
な
ど
国
民
の
司
法
ア
ク
セ
ス
の
充
実
拡
大
を
図
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。
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成
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